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Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｈ６－４２ テレビチューナー 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ３－７２０ 一 テレビ受信機器 

Ｈ３－７２１０ 全 テレビチューナー 

Ｈ３－７２１１ 全 テレビ音声チューナー 

Ｈ３－７２２ 全 テレビ多重放送用復調器 

Ｈ３－２０ 一 通信用基本的機器：セットトップボックス 

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ６－２０ 通信装置用基本的機器 

Ｈ６－３１ 音響用増幅器 

Ｈ６－５４２ 記録媒体内蔵記録機 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
７ 

この分類に含まれる物品 

テレビチューナー テレビ音声チューナー テレビ多重放送用復調器 

衛星放送受信用チューナー ケーブルテレビ放送受信機 ビデオカメラ用テレビチューナー 

有線放送用受信機   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

・ 所要のテレビチャンネルの電波を選択して受信し、映像及び音声等をデータ表示機等に出力する機器。 

・ 地上波用、衛星放送用、有線放送（ＣＡＴＶ）用、多重放送用復調器を装備したもの、テレビ放送の音声の

みを受信するもの、 一般的に「セットトップボックス」と呼ばれる双方向通信機能を有するものを含む。 

・ ビデオカメラ、電子計算機等、他の機器に装着するものを含む。 
 

Ｄタームを付与しないもの 

Ｈ６－４２  

意匠登録第 1097071号 

電子計算機用テレビチューナー

 

Ｈ６－４２  

意匠登録第 1147615号 

衛星放送受信用チューナー 

 

Ｈ６－４２Ａ  

意匠登録第 1103987号 

衛星放送受信用チューナー 
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Ａ：カード挿入部あり 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・ チューナー内部部品はＨ６－２９１（通信装置用基本的機器部品） 

・ 表示部を有するものはＨ７－６代。 

・ 記録機を一体に装備したものは、Ｈ６－５０～５９２（情報記録機等） 

 ただし、スピーカーを有するものはＨ７－２１２、表示部を有するものはＨ７－６代へ分類する。 

・テレビチューナーとハードディスクレコーダーの両方を具備するものについては、 

 物品名、主たる機能、形状等を総合的に考慮して、 

 Ｈ６－４代（チューナー）に分類するか、Ｈ６－５４２（記録媒体内蔵記録機）に分類するか判断する。 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

モデム及びハードディスクビデオレコーダー付き衛星放送受信用テレビチューナー 

セットトップボックス   

 

意匠登録 1134791号 

「ケーブルテレビ受信用チュー

ナー」 

 

 

意匠登録第 1146997号 

「モデム及びハードディスクビデオ

レコーダー付き衛星放送受信用テ

レビチューナー」 

意匠登録第 1147632号 

「衛星放送受信用チューナー」 

 


